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佐賀県訓令甲第５号 

 本 庁 

 現 地 機 関 

 労働委員会事務局 

佐賀県行政組織規則等の一部を改正する規則の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令を次のように定める。 

令和５年３月31日 

 佐賀県知事  山  口  祥  義 

 佐賀県行政組織規則等の一部を改正する規則の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令 

 （佐賀県公印規程の一部改正） 

第１条 佐賀県公印規程（昭和42年佐賀県訓令甲第４号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第１条の２ この規程において、「課」及び「課長」の意義は、佐賀

県文書管理規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１号）第２条に定めると

ころによる。 

第１条の２ この規程において、「課」、「室」、「課長」及び「室長」

の意義は、佐賀県文書管理規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１号）第

２条に定めるところによる。 

（専用公印） （専用公印） 

第３条 課及び現地機関において、事務を処理するために特に必要

がある場合は、専用の公印（以下「専用公印」という。）を置くこ

とができる。 

第３条 課、室及び現地機関において、事務を処理するために特に必

要がある場合は、専用の公印（以下「専用公印」という。）を置く

ことができる。 

２ 専用公印には、課名又は現地機関名を表示する字句を刻示する

ものとする。ただし、特に必要があるときは、課名又は現地機関名

に代えて用途等を刻示することができる。 

２ 専用公印には、課名、室名又は現地機関名を表示する字句を刻示

するものとする。ただし、特に必要があるときは、課名、室名又は

現地機関名に代えて用途等を刻示することができる。 

（公印取扱主任） （公印取扱主任） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 公印取扱主任は、佐賀県文書管理規程第６条に規定する文書主

任をもって充てる。ただし、法務私学課長が管守する公印（総務部

３ 公印取扱主任は、佐賀県文書管理規程第６条に規定する文書主

任をもって充てる。ただし、法務私学課長が管守する公印（総務部



2 

改正前 改正後 

の部印、部長印及び副部長印、法務私学課の課印及び課長印並びに

私立中高・専修学校支援室の室長印を除く｡）の公印取扱主任は、

法務私学課において文書の管理に関する事務を担当する係長をも

って充てる。 

の部印、部長印及び副部長印並びに法務私学課の課印及び課長印

を除く｡）の公印取扱主任は、法務私学課において文書の管理に関

する事務を担当する係長をもって充てる。 

（公印の新調、改刻及び廃止） （公印の新調、改刻及び廃止） 

第７条 本庁の課長及び現地機関の長は、公印を新調し、又は改刻し

ようとするときは、あらかじめ公印新調（改刻）承認願（様式第１

号）により総務部長の承認を受けなければならない。 

第７条 本庁の課長、室長及び現地機関の長は、公印を新調し、又は

改刻しようとするときは、あらかじめ公印新調（改刻）承認願（様

式第１号）により総務部長の承認を受けなければならない。 

２ 本庁の課長及び現地機関の長は、公印を新調し、又は改刻したと

きは、速やかに当該公印を添えて公印新調（改刻）届（様式第２号）

を法務私学課長に提出しなければならない。 

２ 本庁の課長、室長及び現地機関の長は、公印を新調し、又は改刻

したときは、速やかに当該公印を添えて公印新調（改刻）届（様式

第２号）を法務私学課長に提出しなければならない。 

３ 本庁の課長及び現地機関の長は、公印を廃止しようとするとき

は、速やかに公印廃止届（様式第３号）を法務私学課長に提出しな

ければならない。 

３ 本庁の課長、室長及び現地機関の長は、公印を廃止しようとする

ときは、速やかに公印廃止届（様式第３号）を法務私学課長に提出

しなければならない。 

（職務代行の場合の公印の使用） （職務代行の場合の公印の使用） 

第10条 部（局）長、出納局長、課長若しくは現地機関の長（以下「部

（局）長等」という。）に事故がある場合又は部（局）長等が欠け

た場合において、当該部（局）長等以外の職員が事務取扱等を命ぜ

られ、当該部（局）長等の職務を代行するときは、当該部（局）長

等の公印を使用するものとする。 

第10条 部（局）長、出納局長、課長、室長若しくは現地機関の長（以

下「部（局）長等」という。）に事故がある場合又は部（局）長等

が欠けた場合において、当該部（局）長等以外の職員が事務取扱等

を命ぜられ、当該部（局）長等の職務を代行するときは、当該部（局）

長等の公印を使用するものとする。 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

種類 ひな型 
寸法（方ミリ

メートル）
公印管守者 

略 

室印 略 〃 

略 

種類 ひな型 
寸法（方ミリ

メートル）
公印管守者 

略 

室印 略 各室長 

略 
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改正前 改正後 

一般専用公

印 

略 第３条に規定す

る課長又は現地

機関の長 

略 

一般専用公

印 

略 第３条に規定す

る課、室又は現地

機関の長 

略 

様式第１号（第７条関係） 様式第１号（第７条関係） 

略 

課（現地機関）長 

 略 

略 

課（室又は現地機関）長 

 略 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

略 

課（現地機関）長 

 略 

略 

課（室又は現地機関）長 

 略 

様式第３号（第７条関係） 様式第３号（第７条関係） 

略 

課（現地機関）長 

 略 

略 

課（室又は現地機関）長 

 略 

様式第４号（第８条関係） 様式第４号（第８条関係） 

略 略 

課（現地機関）

名 

略 

略 

課（室又は現地

機関）名 

略 

略 

様式第５号（第13条関係） 様式第５号（第13条関係） 
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改正前 改正後 

略 

課（現地機関）長 

 略 

略 

課（室又は現地機関）長 

 略 

様式第６号（第13条関係） 様式第６号（第13条関係） 

略 

課（現地機関）長 

 略 

略 

課（室又は現地機関）長 

 略 

様式第７号（第13条関係） 様式第７号（第13条関係） 

略 略 

用
紙
の
名
称

課（現地機関）長確認欄 略 

略 

用
紙
の
名
称

課（室又は現地機関）長

確認欄 

略 

略 

（注） 略 （注） 略 

 （佐賀県文書管理規程の一部改正） 

第２条 佐賀県文書管理規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 部 佐賀県部設置条例第１条に規定する部並びに組織規則 (3) 部 佐賀県部設置条例第１条に規定する部並びに組織規則
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改正前 改正後 

第３条第２項に規定する局及び出納局をいう。 第３条に規定する局及び出納局をいう。 

(4) 課 組織規則第３条第１項及び第３項から第６項まで並びに第

４条第２項に規定する課及びセンター、政策調整監のうちから知事

が指定する職員（この号及び第８号において単に「政策調整監」と

いう｡）及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27条の２第１

項の規定により置かれた職にある者からなる組織、政策調整監及び

当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27条の３第１項の規定に

より置かれた職にあるものからなる組織、推進監及び組織規則第27

条第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織並びにリー

ダー及び同項の規定により置かれた職にある者からなる組織をい

う。

(4) 課 組織規則第３条の３第１項及び第２項並びに第４条第２項

に規定する課及びセンター、政策総括監のうちから知事が指定する

職員（以下この号及び第８号において単に「政策総括監」という｡）

又は政策企画監のうちから知事が指定する職員（以下この号及び第

８号において単に「政策企画監」という｡）及び当該政策総括監又は

政策企画監が指揮監督する組織規則第27条の２第１項の規定により

置かれた職にある者からなる組織、政策企画監及び当該政策企画監

が指揮監督する組織規則第27条の４第１項の規定により置かれた職

にあるものからなる組織、ＳＳＰ総括監又は推進監及び当該ＳＳＰ

総括監又は推進監が指揮監督する組織規則第27条第１項の規定によ

り置かれた職にある者からなる組織、リーダー及び当該リーダーが

指揮監督する同項の規定により置かれた職にある者からなる組織並

びに産業ＤＸ・スタートアップ総括監若しくは再生可能エネルギー

総括監又は推進監及び当該産業ＤＸ・スタートアップ総括監若しく

は再生可能エネルギー総括監又は推進監が指揮監督する組織規則第

27条の３第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織をい

う。 

(5) 室 組織規則第19条に規定する室をいう。 (5) 室 組織規則第19条第１項に規定する室をいう。

(6)・(7) 略 (6)・(7) 略

(8) 課長 組織規則第23条第１項に規定する課長及びセンター長、政

策調整監（政策調整監及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則

第27条の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織又

は政策調整監及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27条の

３第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織が置かれた

場合に限る｡）、推進監（推進監及び組織規則第27条第１項の規定に

より置かれた職にある者からなる組織が置かれた場合に限る｡）並び

(8) 課長 組織規則第23条第１項に規定する課長及びセンター長、政

策総括監又は政策企画監（政策総括監若しくは政策企画監及び当該

政策総括監若しくは政策企画監が指揮監督する組織規則第27条の

２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織又は政策企

画監及び当該政策調企画監が指揮監督する組織規則第27条の４第１

項の規定により置かれた職にある者からなる組織が置かれた場合に

限る｡）、ＳＳＰ総括監又は推進監（ＳＳＰ総括監又は推進監及び当
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改正前 改正後 

にリーダー（リーダー及び同項の規定により置かれた職にある者か

らなる組織が置かれた場合に限る｡）をいう。 

該ＳＳＰ総括監又は推進監が指揮監督する組織規則第27条第１項の

規定により置かれた職にある者からなる組織が置かれた場合に限

る｡）、リーダー（リーダー及び当該リーダーが指揮監督する同項の

規定により置かれた職にある者からなる組織が置かれた場合に限

る｡）並びに産業ＤＸ・スタートアップ総括監若しくは再生可能エネ

ルギー総括監又は推進監（産業ＤＸ・スタートアップ総括監若しく

は再生可能エネルギー総括監又は推進監及び当該産業ＤＸ・スター

トアップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は推進監が指

揮監督する組織規則第27条の３第１項の規定により置かれた職にあ

る者からなる組織が置かれた場合に限る｡）をいう。 

(9)～(21) 略 (9)～(21) 略 

（法務私学課長の職務） （法務私学課長の職務） 

第５条 略 第５条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法務私学課長は、前項の規定による調査又は指導のために必要

な限度において、課長又は所長に対し、報告を求めることができ

る。 

３ 法務私学課長は、前項の規定による調査又は指導のために必要

な限度において、課長、室長又は所長に対し、報告を求めることが

できる。 

（課長及び所長の職務） （課長、室長及び所長の職務） 

第５条の２ 課長又は所長は、課又は所における文書管理事務が適

正かつ能率的に処理されるよう、所属職員を指導監督しなければ

ならない。 

第５条の２ 課長、室長又は所長は、課、室又は所における文書管理

事務が適正かつ能率的に処理されるよう、所属職員を指導監督し

なければならない。 

（決裁区分の表示） （決裁区分の表示） 

第22条 起案文書には所定の箇所に、知事の決裁事項については

「甲」、副知事専決事項については「乙」、部長専決事項について

は「丙」、政策統括監専決事項、情報統括監専決事項、医療統括監

専決事項、局長専決事項、理事専決事項、副部長専決事項、副局長

専決事項、政策総括監専決事項、さがデザイン総括監専決事項、税

第22条 起案文書には所定の箇所に、知事の決裁事項については

「甲」、副知事専決事項については「乙」、部長専決事項について

は「丙」、政策統括監専決事項、情報統括監専決事項、医療統括監

専決事項、理事専決事項、副部長専決事項、副局長専決事項、政策

総括監専決事項、さがデザイン総括監専決事項、税政総括監専決事
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改正前 改正後 

政総括監専決事項、ＳＳＰ総括監専決事項、スポーツ総括監専決事

項、ＤＸ・スタートアップ総括監専決事項、再生可能エネルギー総

括監専決事項、企業立地総括監専決事項及び出納局長専決事項に

ついては「丙
2

」、課長専決事項及び政策調整監専決事項については

「丁」、室長専決事項、さがデザイン推進監専決事項、調整監専決

事項、国民保護・防災対策監専決事項、団体検査・指導監専決事項、

副課長専決事項、副センター長専決事項、副室長専決事項及び企画

主幹専決事項については「丁
2

」、係長専決事項については「丁
3

」の

表示をしなければならない。 

項、ＳＳＰ総括監専決事項、スポーツ総括監専決事項、産業ＤＸ・

スタートアップ総括監専決事項、再生可能エネルギー総括監専決

事項、企業立地総括監専決事項及び出納局長専決事項については

「丙
2

」、課長専決事項及び室長専決事項については「丁」、政策企

画監専決事項、さがデザイン企画監専決事項、国民保護・防災対策

監専決事項、監査監専決事項、団体検査・指導監専決事項、副課長

専決事項、副センター長専決事項、副室長専決事項及び企画主幹専

決事項については「丁
2

」、係長専決事項については「丁
3

」の表示を

しなければならない。 

（課名等の表示） （課名等の表示） 

第24条 施行文書には、照会その他の便宜に資するため、事務担当者の

課名、職名、氏名、電話番号等の連絡先（以下この項において「課名

等」という。）を当該施行文書の末尾に表示しなければならない。ただ

し、法規文、公示文、令達文、行政不服審査関係文、契約書、賞状、式

辞その他課名等を表示することが適当でない施行文書については、こ

の限りでない。 

第24条 施行文書には、照会その他の便宜に資するため、事務担当者の

課名（室長の専決に係る文書にあっては、室名）、職名、氏名、電話番

号等の連絡先（以下この項において「課名等」という。）を当該施行文

書の末尾に表示しなければならない。ただし、法規文、公示文、令達

文、行政不服審査関係文、契約書、賞状、式辞その他課名等を表示する

ことが適当でない施行文書については、この限りでない。 

２ 略 ２ 略 

（公印等の押印） （公印等の押印） 

第34条 略 第34条 略 

２ 法務私学課長が管守する公印（法務私学課の課印及び課長印並

びに私立中高・専修学校支援室の室長印を除く。）を使用するとき

は、法務私学課長の承認を受けなければならない。 

２ 法務私学課長が管守する公印（法務私学課の課印及び課長印を

除く。）を使用するときは、法務私学課長の承認を受けなければな

らない。 

３～６ 略 ３～６ 略 

別表第２（第23条関係） 別表第２（第23条関係） 

文書発信者名 文書発信者名 
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改正前 改正後 

１ 本庁 １ 本庁 

区分 発信者名 

略 

17～19 略 課長（室長

の専決に係

る文書にあ

っ て は 室

長） 

区分 発信者名 

 略 

17～19 略 課長又は室

長 

 略  略 

 （佐賀県電子署名規程の一部改正） 

第３条 佐賀県電子署名規程（平成14年佐賀県訓令甲第11号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

鍵情報等格納媒体の種類 鍵情報等管守者 

略 

課長及び室長の鍵情報等格納媒体 各課長 

現地機関の長の鍵情報等格納媒体 各現地機関の長 

鍵情報等格納媒体の種類 鍵情報等管守者 

略 

課長の鍵情報等格納媒体 各課長 

室長の鍵情報等格納媒体 各室長 

現地機関の長の鍵情報等格納媒体 各現地機関の長 

 （佐賀県職員被服類貸与規程の一部改正） 

第４条 佐賀県職員被服類貸与規程（昭和55年佐賀県訓令甲第６号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 
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改正前 改正後 

第１条の２ この規程において「所属長」とは、本庁各課等（佐賀県

行政組織規則（平成28年佐賀県規則第20号）第３条第１項及び第３

項から第５項まで並びに第４条第２項に規定する課及びセンター

をいう。以下同じ。）の長、現地機関（知事の事務部局で本庁各課

等以外の機関をいう。）の長及び労働委員会事務局長をいう。 

第１条の２ この規程において「所属長」とは、本庁各課等（佐賀県

行政組織規則（平成28年佐賀県規則第20号。以下「組織規則」とい

う。）第３条の３第１項及び第２項並びに第４条第２項に規定する

課及びセンター、組織規則第19条第１項に規定する室、政策総括監

のうちから知事が指定する職員（以下この号において単に「政策総

括監」という｡）又は政策企画監のうちから知事が指定する職員（以

下この号において単に「政策企画監」という。）及び当該政策総括

監又は政策企画監が指揮監督する組織規則第27条の２第１項の規

定により置かれた職にある者からなる組織、政策企画監及び当該

政策企画監が指揮監督する組織規則第27条の４第１項の規定によ

り置かれた職にある者からなる組織、ＳＳＰ総括監又は推進監及

び当該ＳＳＰ総括監又は推進監が指揮監督する組織規則第27条第

１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、リーダー及

び当該リーダーが指揮監督する同項の規定により置かれた職にあ

る者からなる組織並びに産業ＤＸ・スタートアップ総括監若しく

は再生可能エネルギー総括監又は推進監及び当該産業ＤＸ・スタ

ートアップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は推進監

が指揮監督する組織規則第27条の３第１項の規定により置かれた

職にある者からなる組織をいう。以下同じ。）の長、現地機関（知

事の事務部局で本庁各課等以外の機関をいう。）の長及び労働委員

会事務局長をいう。 

 （佐賀県職員安全衛生管理規程の一部改正） 

第５条 佐賀県職員安全衛生管理規程（平成元年佐賀県訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ 第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
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改正前 改正後 

れ当該各号に定めるところによる。 れ当該各号に定めるところによる。 

 (1)・(2) 略  (1)・(2) 略 

 (3) 課 組織規則第３条第１項及び第３項から第６項まで並び

に第４条第２項に規定する課及びセンター、政策調整監のうち

から知事が指定する職員（この号において単に「政策調整監」と

いう。）及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27条の２

第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、政策調

整監及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27条の３第

１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、推進監及

び組織規則第27条第１項の規定により置かれた職にある者から

なる組織、リーダー及び同項の規定により置かれた職にある者

からなる組織並びに労働委員会事務局をいう。 

 (3) 課 組織規則第３条の３第１項及び第２項並びに第４条第

２項に規定する課及びセンター、政策総括監のうちから知事が

指定する職員（以下この号において単に「政策総括監」という｡）

又は政策企画監のうちから知事が指定する職員（以下この号に

おいて単に「政策企画監」という。）及び当該政策総括監又は政

策企画監が指揮監督する組織規則第27条の２第１項の規定によ

り置かれた職にある者からなる組織、政策企画監及び当該政策

企画監が指揮監督する組織規則第27条の４第１項の規定により

置かれた職にある者からなる組織、ＳＳＰ総括監又は推進監及

び当該ＳＳＰ総括監又は推進監が指揮監督する組織規則第27条

第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、リーダ

ー及び当該リーダーが指揮監督する同項の規定により置かれた

職にある者からなる組織、産業ＤＸ・スタートアップ総括監若し

くは再生可能エネルギー総括監又は推進監及び当該産業ＤＸ・

スタートアップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は

推進監が指揮監督する組織規則第27条の３第１項の規定により

置かれた職にある者からなる組織並びに労働委員会事務局をい

う。 

 (4) 室 組織規則第19条第１項に規定する室をいう。 

 (4) 略 (5) 略  

（課及び現地機関の長の責務） （課、室及び現地機関の長の責務） 

第３条 課及び現地機関の長は、職場における職員の安全及び健康

の確保と快適な作業環境の形成を促進するよう努めなければなら

ない。 

第３条 課、室及び現地機関の長は、職場における職員の安全及び健

康の確保と快適な作業環境の形成を促進するよう努めなければな

らない。 

（職員の責務） （職員の責務） 
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改正前 改正後 

第４条 職員は、自己の健康の確保及び推進に努めるとともに、課及

び現地機関の長その他職員の安全及び衛生に携わる者が講ずる職

員のための安全及び衛生に関する措置に従わなければならない。 

第４条 職員は、自己の健康の確保及び推進に努めるとともに、課、

室及び現地機関の長その他職員の安全及び衛生に携わる者が講ず

る職員のための安全及び衛生に関する措置に従わなければならな

い。 

 （佐賀県職員の職務発明等に関する規程の一部改正） 

第６条 佐賀県職員の職務発明等に関する規程（平成２年佐賀県訓令甲第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1) 略 (1) 略

(2) 課 佐賀県行政組織規則（平成28年佐賀県規則第20号。以

下「組織規則」という。）第３条第１項及び第３項から第６項ま

で並びに第４条第２項に規定する課及びセンター、政策調整監

のうちから知事が指定する職員（この号において単に「政策調整

監」という。）及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27

条の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、

政策調整監及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27条

の３第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、推

進監及び組織規則第27条第１項の規定により置かれた職にある

者からなる組織並びにリーダー及び同項の規定により置かれた

職にある者からなる組織をいう。

(2) 課 佐賀県行政組織規則（平成28年佐賀県規則第20号。以

下「組織規則」という。）第３条の３第１項及び第２項並びに

第４条第２項に規定する課及びセンター、政策総括監のうち

から知事が指定する職員（以下この号において単に「政策総

括監」という｡）又は政策企画監のうちから知事が指定する職

員（以下この号において単に「政策企画監」という。）及び当

該政策総括監又は政策企画監が指揮監督する組織規則第27条

の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、

政策企画監及び当該政策企画監が指揮監督する組織規則第27

条の４第１項の規定により置かれた職にある者からなる組

織、ＳＳＰ総括監又は推進監及び当該ＳＳＰ総括監又は推進

監が指揮監督する組織規則第27条第１項の規定により置かれ

た職にある者からなる組織、リーダー及び当該リーダーが指

揮監督する同項の規定により置かれた職にある者からなる組

織並びに産業ＤＸ・スタートアップ総括監若しくは再生可能



12 

改正前 改正後 

エネルギー総括監又は推進監及び当該産業ＤＸ・スタートア

ップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は推進監が

指揮監督する組織規則第27条の３第１項の規定により置かれ

た職にある者からなる組織をいう。 

(3) 室 組織規則第19条第１項に規定する室をいう。

(3) 現地機関 知事の事務部局で課以外の機関をいう。 (4) 現地機関 知事の事務部局で課及び室以外の機関をいう。

(4) 所属長 職員の所属する課若しくは現地機関又は所属した

課若しくは現地機関の長をいう。

(5) 所属長 職員の所属する課、室若しくは現地機関又は所属し

た課、室若しくは現地機関の長をいう。

(5)～(13) 略 (6)～(14) 略 

 （佐賀県職員の勤務地の特例に関する規程の一部改正） 

第７条 佐賀県職員の勤務地の特例に関する規程（平成17年佐賀県訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（勤務する場所及び担当事務） （勤務する場所及び担当事務） 

第２条 部、局、課、センター若しくは室又は現地機関（以下「所属」

という｡）の所在する場所以外の場所で勤務させる職員の勤務する

場所及び担当事務は、次に定めるとおりとする。 

第２条 部、局、課、センター若しくは室又は現地機関（以下「所属」

という｡）の所在する場所以外の場所で勤務させる職員の勤務する

場所及び担当事務は、次に定めるとおりとする。 

所属名 勤務する場所 担当事務 

略 

佐賀県立博物

館 

略 

循環型社会推

進課 

唐津市 廃棄物処理に係る公共関与に関

すること。 

ダム管理事務

所 

略 

所属名 勤務する場所 担当事務 

略 

佐賀県立博物

館 

略 

ダム管理事務

所 

略 
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 （佐賀県本庁決裁等規程の一部改正） 

第８条 佐賀県本庁決裁等規程（平成28年佐賀県訓令甲第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 略 第２条 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 部長 佐賀県行政組織規則（平成28年佐賀県規則第20号。以

下「組織規則」という｡）第21条第１項に規定する部長及び組織

規則第26条第１項に規定する局長（以下「出納局長」という｡）

をいう。

(3) 部長 佐賀県行政組織規則（平成28年佐賀県規則第20号。以

下「組織規則」という｡）第21条第１項に規定する部長、同条第

４項に規定する局長及び組織規則第26条第１項に規定する局長

（以下「出納局長」という｡）をいう。

(4) 副部長 組織規則第22条第１項に規定する副部長、組織規則

第22条第２項に規定する政策総括監、さがデザイン総括監、税政

総括監、産業ＤＸ・スタートアップ総括監、再生可能エネルギー

総括監及び企業立地総括監、組織規則第22条第３項に規定する

副局長並びに組織規則第22条第４項に規定するＳＳＰ総括監及

びスポーツ総括監をいう。 

(4) 課長 政策調整監のうちから知事が指定する職員、推進監、

リーダー並びに組織規則第23条第１項に規定する課長及びセン

ター長をいう。

(5) 課長 政策総括監のうちから知事が指定する職員（以下この

号において単に「政策総括監」という｡）又は政策企画監のうち

から知事が指定する職員（以下この号において単に「政策企画

監」という｡）（政策総括監若しくは政策企画監及び当該政策総

括監若しくは政策企画監が指揮監督する組織規則第27条の２第

１項の規定により置かれた職にある者からなる組織又は政策企

画監及び当該政策調企画監が指揮監督する組織規則第27条の４

第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織が置かれ

た場合に限る｡）、ＳＳＰ総括監又は推進監（ＳＳＰ総括監又は

推進監及び当該ＳＳＰ総括監又は推進監が指揮監督する組織規

則第27条第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織
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改正前 改正後 

が置かれた場合に限る｡）、リーダー（リーダー及び当該リーダ

ーが指揮監督する同項の規定により置かれた職にある者からな

る組織が置かれた場合に限る｡）、産業ＤＸ・スタートアップ総

括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は推進監（産業ＤＸ・

スタートアップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は

推進監及び当該産業ＤＸ・スタートアップ総括監若しくは再生

可能エネルギー総括監又は推進監が指揮監督する組織規則第27

条の３第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織が

置かれた場合に限る｡）並びに組織規則第23条第１項に規定する

課長、センター長及び室長をいう。 

(5) 副課長 組織規則第24条第１項に規定する副課長及び副セ

ンター長並びに組織規則第27条第１項、第27条の２第１項及び

第27条の３第１項の規定により置かれた副課長をいう。 

(6) 副課長 組織規則第24条第１項に規定する副課長、副センタ

ー長、副室長及び同条第２項に規定する企画主幹並びに組織規

則第27条第１項、第27条の２第１項、第27条の３第１項及び第27

条の４第１項の規定により置かれた副課長及び企画主幹をい

う。 

(6) 係長 組織規則第25条第１項に規定する係長並びに組織規

則第27条第１項、第27条の２第１項及び第27条の３第１項の規

定により置かれた係長をいう。 

(7) 係長 組織規則第25条第１項に規定する係長並びに組織規

則第27条第１項、第27条の２第１項、第27条の３第１項及び第27

条の４第１項の規定により置かれた係長をいう。 

（副知事等の専決） （副知事等の専決） 

第５条 略 第５条 略 

 ２ 前項の規定にかかわらず、別表第２の部長専決事務又は課長専

決事務の欄第17又は第20の項に掲げる事務については、組織規則

第21条第４項に規定する局長（以下この項において単に「局長」と

いう｡）又は組織規則第23条第１項に規定する室長（以下この項に

おいて単に「室長」という｡）には適用しない。この場合において、

これらの項の適用については、同表中部長専決事務の欄に掲げる

事務にあっては部長（局長を除く｡）が、課長専決事務の欄に掲げ
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る事務にあっては課長（室長を除く｡）が、それぞれ専決するもの

とする。 

２ 略 ３ 略 

３ 次の各号に定める者は、部長が専決することができる事務のう

ち、部長が定めるものを専決することができる。 

４ 次の各号に定める者は、部長が専決することができる事務のう

ち、部長が定めるものを専決することができる。 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

(4) 組織規則第３条第２項に規定する局の長（以下単に「局長」

という｡） 

 

(5)・(6) 略 (4)・(5) 略 

(7) 政策総括監  

(8) さがデザイン総括監  

(9) 税政総括監  

(10) ＤＸ・スタートアップ総括監  

(11) 再生可能エネルギー総括監  

(12) 企業立地総括監  

(13) 政策調整監  

(14) 推進監  

(15) リーダー  

(16) 副課長（組織規則第27条の２第１項及び第27条の３第１項

の規定により置かれた者に限る｡） 

 

(17) 企画主幹（組織規則第27条の２第１項及び第27条の３第１

項の規定により置かれた者に限る｡） 

 

４ 次の各号に掲げる者は、局長が専決することができる事務のう

ち、局長が定めるものを専決することができる。 

 

 (1) 副局長  
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 (2) 政策調整監  

 (3) 副課長（組織規則第27条第１項及び組織規則第27条の３第１

項の規定により置かれた者に限る｡） 

 

 (4) 企画主幹（組織規則第27条第１項及び組織規則第27条の３第

１項の規定により置かれた者に限る｡） 

 

５ ＳＳＰ総括監及びスポーツ総括監は、ＳＡＧＡ２０２４・ＳＳＰ

推進局長が専決することができる事務のうち、ＳＡＧＡ２０２４・

ＳＳＰ推進局長が定めるものを専決することができる。 

 

６ 次の各号に定める者は、課長が専決することができる事務のう

ち、課長が定めるものを専決することができる。 

５ 次の各号に定める者は、課長が専決することができる事務のう

ち、課長が定めるものを専決することができる。 

(1) 室長  (1) 政策企画監（第２条第５号の規定に該当するものとして知事

が指定した者を除く。別表第１を除き、以下同じ｡） 

(2) さがデザイン推進監 (2) さがデザイン企画監 

(3) 調整監  

(4) 略  (3) 略 

 (4) 監査監 

(5) 略  (5) 略 

(6) 副課長（組織規則第27条第１項、第27条の２第１項及び第27

条の３第１項の規定により置かれた者を除く｡） 

(6) 副課長 

(7) 企画主幹（組織規則第27条第１項、第27条の２第１項及び第

27条の３第１項の規定により置かれた者を除く｡） 

 

７ 副室長は、前項の規定により室長が専決することができる事務

のうち、室長が定めるものを専決することができる。 

 

８ 係長は、定例的な事務又はあらかじめ課（組織規則第３条第１項

及び第４条第２項に規定するセンターを含む｡）の実施方針が定ま

っており、かつ、当該方針に沿って実施する事務のうち判断の余地

６ 係長は、定例的な事務又はあらかじめ課（組織規則第３条の３第

１項及び第４条第２項に規定するセンター並びに組織規則第19条

第１項に規定する室を含む｡）の実施方針が定まっており、かつ、
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が少ないものとして課長が定めるものを専決することができる。 当該方針に沿って実施する事務のうち判断の余地が少ないものと

して課長が定めるものを専決することができる。 

（部長等の代決者等） （部長等の代決者等） 

第11条 別表第２及び別表第３に定める部長が専決することができ

る事務について、部長が不在のときは、各部にあっては部長があら

かじめ指名する副部長又は当該事務を担当する課長若しくは室長

が、出納局にあっては当該事務を担当する課長がその事務を代決

することができる。 

第11条 別表第２及び別表第３に定める部長が専決することができ

る事務について、部長が不在のときは、各部又は各局にあっては当

該事務を担当する副部長、課長又は政策企画監若しくはさがデザ

イン企画監（以下「政策企画監等」という｡）が、出納局にあって

は当該事務を担当する課長がその事務を代決することができる。

２ 政策統括監が専決することができる事務について、政策統括監

が不在のときは、政策統括監があらかじめ指名する政策総括監又

は政策調整監がその事務を代決することができる。 

２ 政策統括監、情報統括監、医療統括監及び理事（以下「政策統括

監等」という｡）が専決することができる事務について、政策統括

監等が不在のときは、当該事務を担当する副部長、課長又は政策企

画監等がその事務を代決することができる。 

３ 情報統括監が専決することができる事務について、情報統括監

が不在のときは、行政デジタル推進課長がその事務を代決するこ

とができる。 

４ 医療統括監が専決することができる事務について、医療統括監

が不在のときは、医療統括監があらかじめ指名する副部長又は当

該事務を担当する課長若しくは室長がその事務を代決することが

できる。 

５ 局長が専決することができる事務について、局長が不在のとき

は、局長があらかじめ指名する副局長又は当該事務を担当する課

長若しくは室長がその事務を代決することができる。 

６ 理事が専決することができる事務について、理事が不在のとき

は、各部にあっては理事があらかじめ指名する副部長又は当該事

務を担当する課長若しくは室長が、組織規則第３条第２項に規定

する局にあっては理事があらかじめ指名する副局長又は当該事務

を担当する課長若しくは室長がその事務を代決することができ
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る。 

７ 副部長が専決することができる事務について、副部長が不在の

ときは、当該事務を担当する課長又は室長がその事務を代決する

ことができる。 

３ 副部長が専決することができる事務について、副部長が不在の

ときは、当該事務を担当する課長又は政策企画監等がその事務を

代決することができる。 

８ 政策総括監が専決することができる事務について、政策総括監

が不在のときは、政策総括監があらかじめ指名する政策調整監が

その事務を代決することができる。 

９ さがデザイン総括監が専決することができる事務について、さ

がデザイン総括監が不在のときは、さがデザイン総括監があらか

じめ指名する政策調整監又はさがデザイン推進監がその事務を代

決することができる。 

10 税政総括監が専決することができる事務について、税政総括監

が不在のときは、税政課長がその事務を代決することができる。 

11 ＤＸ・スタートアップ総括監が専決することができる事務につ

いて、ＤＸ・スタートアップ総括監が不在のときは、産業政策課長

又はＤＸ・スタートアップ推進室長がその事務を代決することが

できる。 

12 再生可能エネルギー総括監が専決することができる事務につい

て、再生可能エネルギー総括監が不在のときは、新エネルギー産業

課長がその事務を代決することができる。 

13 企業立地総括監が専決することができる事務について、企業立

地総括監が不在のときは、企業立地課長がその事務を代決するこ

とができる。 

14 副局長が専決することができる事務について、副局長が不在の

ときは、当該事務を担当する課長（ＳＡＧＡスポーツピラミッド構

想に関する事務については、推進監）又は室長がその事務を代決す

ることができる。 



19 

改正前 改正後 

15 ＳＳＰ総括監又はスポーツ総括監が専決することができる事務

について、ＳＳＰ総括監又はスポーツ総括監が不在のときは、当該

事務を担当する課長又は室長がその事務を代決することができ

る。 

（課長等の代決者等） （課長等の代決者等） 

第12条 別表第２及び別表第３に定める課長が専決することができ

る事務について、課長が不在のときは、副課長（室に係る事務につ

いては、室長）がその事務を代決することができる。 

第12条 別表第２及び別表第３に定める課長が専決することができ

る事務について、課長が不在のときは、副課長がその事務を代決す

ることができる。 

２ 室長が専決することができる事務について、室長が不在のとき

は、副室長がその事務を代決することができる。 

３ 政策調整監が専決することができる事務について、当該政策調

整監が不在のときは、当該政策調整監があらかじめ指名する副課

長又は企画主幹がその事務を代決することができる。 

２ 政策企画監等が専決することができる事務について、当該政策

企画監等が不在のときは、副課長がその事務を代決することがで

きる。 

４ さがデザイン推進監が専決することができる事務について、さ

がデザイン推進監が不在のときは、政策部長があらかじめ指名す

る政策調整監がその事務を決裁するものとする。 

５ 調整監が専決することができる事務について、調整監が不在の

ときは、政策部長があらかじめ指名する政策調整監がその事務を

決裁するものとする。 

６ 国民保護・防災対策監が専決することができる事務について、国

民保護・防災対策監が不在のときは、危機管理防災課長がその事務

を決裁するものとする。 

３ 国民保護・防災対策監、監査監、団体検査・指導監（以下この項

において「国民保護・防災対策監等」という｡）が専決することが

できる事務について、国民保護・防災対策監等が不在のときは、課

長がその事務を決裁するものとする。 

７ 団体検査・指導監が専決することができる事務について、団体検

査・指導監が不在のときは、生産者支援課長がその事務を決裁する

ものとする。 

８ 略 ４ 略 
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９ 副室長が専決することができる事務について、副室長が不在の

ときは、室長がその事務を決裁するものとする。 

10 企画主幹が専決することができる事務について、企画主幹が不

在のときは、課長、センター長又は室長がその事務を決裁するもの

とする。 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

事務の種類 事務委任先 委任する事務の内容 

旅行命令に

関する事務 

副知事、会計管理者、部

長、政策統括監、情報統

括監、医療統括監、局長、

理事、副部長、副局長、

政策総括監、さがデザイ

ン総括監、税政総括監、

ＤＸ・スタートアップ総

括監、再生可能エネルギ

ー総括監、企業立地総括

監、ＳＳＰ総括監、スポ

ーツ総括監、課長、政策

調整監、さがデザイン推

進監、調整監、推進監、

リーダー及び出納局長

自己の旅行命令に関す

ること 

課長 課又はセンターに所属

する職員の旅行命令に

関すること 

事務の種類 事務委任先 委任する事務の内容 

旅行命令に

関する事務 

副知事、会計管理者、部

長、政策統括監等、副部

長、課長（副部長に該当

する者を除く｡）、政策企

画監等及び出納局長 

自己の旅行命令に関す

ること 

課長 課、センター若しくは

室又は特定政策組織

（政策総括監又は政

策企画監のうちから

知事が指定する職員

及び当該職員が指揮
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監督する組織規則第27

条の２第１項の規定

により置かれた職に

ある者からなる組織、

政策企画監のうちか

ら知事が指定する職

員及び当該職員が指

揮監督する組織規則

第27条の４第１項の

規定により置かれた

職にある者からなる

組織、ＳＳＰ総括監又

は推進監及び当該職

員が指揮監督する組

織規則第27条第１項

の規定により置かれ

た職にある者からな

る組織、リーダー及び

当該職員が指揮監督

する同項の規定によ

り置かれた職にある

者からなる組織並び

に産業ＤＸ・スタート

アップ総括監若しく

は再生可能エネルギ

ー総括監又は推進監

及び当該職員が指揮

監督する組織規則第27
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政策調整監、推進監及び

リーダー

特定政策組織（政策調

整監のうちから知事

が指定する職員及び

当該職員が指揮監督

する組織規則第27条

の２第１項の規定に

より置かれた職にあ

る者からなる組織、政

策調整監のうちから

知事が指定する職員

及び当該職員が指揮

監督する組織規則第27

条の３第１項の規定

により置かれた職に

ある者からなる組織、

推進監及び組織規則

第27条第１項の規定

により置かれた職に

ある者からなる組織

並びにリーダー及び

同項の規定により置

条の３項１項の規定

により置かれた職に

ある者からなる組織

をいう。以下同じ｡）に

所属する職員の旅行

命令に関すること 
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かれた職にある者か

らなる組織をいう。以

下同じ｡）に所属する

職員の旅行命令に関

すること 

時間外勤務

の命令に関

する事務 

課長 課又はセンターに所属

する職員の時間外勤務

の命令に関すること 

政策調整監、推進監及び

リーダー

特定政策組織に所属す

る職員の時間外勤務の

命令に関すること 

年次休暇等

の願の処理

に関する事

務 

副知事、会計管理者、部

長、政策統括監、情報統

括監、医療統括監、局長、

理事、副部長、副局長、

政策総括監、さがデザイ

ン総括監、税政総括監、

ＤＸ・スタートアップ総

括監、再生可能エネルギ

ー総括監、企業立地総括

監、ＳＳＰ総括監、スポ

ーツ総括監、課長、政策

調整監、さがデザイン推

進監、調整監、推進監、

リーダー及び出納局長

自己の年次休暇等の処

理に関すること 

課長 課又はセンターに所属

時間外勤務

の命令に関

する事務 

課長 課、センター若しくは室

又は特定政策組織に所

属する職員の時間外勤

務の命令に関すること 

年次休暇等

の願の処理

に関する事

務 

会計管理者、部長、政策

統括監等、副部長、課長

（副部長に該当する者

を除く｡）、政策企画監等

及び出納局長 

自己の年次休暇等の処

理に関すること 

課長 課、センター若しくは室
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する職員の年次休暇等

の処理に関すること 

政策調整監、推進監及び

リーダー

特定政策組織に所属す

る職員の年次休暇等の

処理に関すること 

週休日の振

替に関する

事務 

会計管理者、部長、政策

統括監、情報統括監、医

療統括監、局長、理事、

副部長、副局長、政策総

括監、さがデザイン総括

監、税政総括監、ＤＸ・

スタートアップ総括監、

再生可能エネルギー総

括監、企業立地総括監、

ＳＳＰ総括監、スポーツ

総括監、課長、政策調整

監、さがデザイン推進

監、調整監、推進監、リ

ーダー及び出納局長 

自己の週休日の振替に

関すること 

課長 課又はセンターに所属

する職員の週休日の振

替に関すること 

政策調整監、推進監及び

リーダー

特定政策組織に所属す

る職員の週休日の振替

に関すること 

又は特定政策組織に所

属する職員の年次休暇

等の処理に関すること 

週休日の振

替に関する

事務 

会計管理者、部長、政策

統括監等、副部長、課長

（副部長に該当する者

を除く｡）、政策企画監等

及び出納局長 

自己の週休日の振替に

関すること 

課長 課、センター若しくは室

又は特定政策組織に所

属する職員の週休日の

振替に関すること 
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改正前 改正後 

時間外勤務

代休時間の

指定に関す

る事務 

課長 課又はセンターに所属

する職員の時間外勤務

代休時間の指定に関す

ること 

政策調整監、推進監及び

リーダー

特定政策組織に所属す

る職員の時間外勤務代

休時間の指定に関する

こと 

休日の代休

日の指定に

関する事務 

会計管理者、部長、政策

統括監、情報統括監、医

療統括監、局長、理事、

副部長、副局長、政策総

括監、さがデザイン総括

監、税政総括監、ＤＸ・

スタートアップ総括監、

再生可能エネルギー総

括監、企業立地総括監、

ＳＳＰ総括監、スポーツ

総括監、課長、政策調整

監、さがデザイン推進

監、調整監、推進監、リ

ーダー及び出納局長 

自己の休日の代休日の

指定に関すること 

課長 課又はセンターに所属

する職員の休日の代休

日の指定に関すること 

時間外勤務

代休時間の

指定に関す

る事務 

課長 課、センター若しくは室

又は特定政策組織に所

属する職員の時間外勤

務代休時間の指定に関

すること 

休日の代休

日の指定に

関する事務 

会計管理者、部長、政策

統括監等、副部長、課長

（副部長に該当する者

を除く｡）、政策企画監等

及び出納局長 

自己の休日の代休日の

指定に関すること 

課長 課、センター若しくは室

又は特定政策組織に所

属する職員の休日の代

休日の指定に関するこ
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改正前 改正後 

政策調整監、推進監及び

リーダー

特定政策組織に所属す

る職員の休日の代休日

の指定に関すること 

宿日直勤務

の命令に関

する事務 

会計管理者、部長、政策

統括監、情報統括監、医

療統括監、局長、理事、

副部長、副局長、政策総

括監、さがデザイン総括

監、税政総括監、ＤＸ・

スタートアップ総括監、

再生可能エネルギー総

括監、企業立地総括監、

ＳＳＰ総括監、スポーツ

総括監、課長、政策調整

監、さがデザイン推進

監、調整監、推進監、リ

ーダー及び出納局長 

自己の宿日直勤務の命

令に関すること 

課長 課又はセンターに所属

する職員の宿日直勤務

の命令に関すること 

政策調整監、推進監及び

リーダー

特定政策組織に所属す

る職員の宿日直勤務の

命令に関すること 

と 

宿日直勤務

の命令に関

する事務 

会計管理者、部長、政策

統括監等、副部長、課長

（副部長に該当する者

を除く｡）、政策企画監等

及び出納局長 

自己の宿日直勤務の命

令に関すること 

課長 課、センター若しくは室

又は特定政策組織に所属

する職員の宿日直勤務の

命令に関すること 

別表第２（第４条、第５条関係） 別表第２（第４条、第５条関係） 
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事務の種類 

知事の決

裁を受け

るべき事

務 

副知事専

決事務 

部長専決

事務 

課長専決

事務 

１～16 略 

17 予算の流

用に関す

る事務 

略 

18 県有財産

に関する

事務 

議会に付

すべき財

産の取得

及び処分

に関する

こと 

県有財産

の取得、

管理及び

処分に関

すること 

19 歳 入 の

徴 収 又

は 収 納

の 私 人

委 託 に

関 す る

事務 

略 

20・21 略 

事務の種類 

知事の決

裁を受け

るべき事

務 

副知事専

決事務 

部長専決

事務 

課長専決

事務 

１～16 略 

17 予算の流

用に関す

る事務 

略 

18 歳 入 の

徴 収 又

は 収 納

の 私 人

委 託 に

関 す る

事務 

略 

19・20 略 

別表第３（第４条、第５条関係） 別表第３（第４条、第５条関係） 

所属

名 
事務の種類 

知事の決裁

を受けるべ

き事務 

部長専決事

務 
課長専決事務 

所属

名 
事務の種類 

知事の決裁

を受けるべ

き事務 

部長専決事

務 
課長専決事務 
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略 

危機

管理

防災

課 

防災の企画

に関する事

務 

略 

危機

管理

防災

課 

防災会議に

関する事務 

防災会議に

関する事務

を処理する

こと 

危機

管理

防災

課 

災害対策基

本法に関す

る事務 

略 １～３ 略 略 

略 

危機

管理

防災

課 

自衛官の募

集等に関す

る事務 

１・２ 略 

３ 市町等が

自衛隊に委

託する土木

工事等につ

いて副申す

ること 

略 

危機

管理

消防に関す

る事務 

略 

略 

危機

管理

防災

課 

防災の企画

に関する事

務 

略 

危機

管理

防災

課 

災害対策基

本法に関す

る事務 

略 １～３ 略 

４ 防災会

議に関す

る事務を

処理する

こと 

略 

略 

危機

管理

防災

課 

自衛官の募

集に関する

事務 

１・２ 略 

略 

消防

保安

消防に関す

る事務 

略 
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改正前 改正後 

防災

課 

危機

管理

防災

課 

緊急消防援

助隊に関す

る事務 

略 １・２ 略 １・２ 略 

３ 緊急消防

援助隊佐賀

県大隊の応

援出動に関

すること 

危機

管理

防災

課 

消防功労者

に係る国の

栄典に関す

る事務 

略 

危機

管理

防災

課 

消防学校に

関する事務 

１ 消防学校

の運営に関

すること 

２ 市町消防

職員の派遣

研修に関す

ること 

危機

管理

防災

課 

危険物の規

制に関する

事務 

略 

危機

管理

防災

課 

消防設備士

に関する事

務 

略 

室 

消防

保安

室 

緊急消防援

助隊に関す

る事務 

略 １・２ 略 １・２ 略 

３ 緊急消防

援助隊佐賀

県大隊等の

応援出動に

関すること 

消防

保安

室 

消防功労者

に係る国の

栄典に関す

る事務 

略 

消防

保安

室 

危険物の規

制に関する

事務 

略 

消防

保安

室 

消防設備士

に関する事

務 

略 
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危機

管理

防災

課 

火薬類取締

法及び武器

等製造法に

関する事務 

略 

危機

管理

防災

課 

高圧ガス保

安法に関す

る事務 

略 

危機

管理

防災

課 

電気工事士

法、電気工

事業の業務

の適正化に

関する法律

及びガス事

業法に関す

る事務 

略 

危機

管理

防災

課 

液化石油ガ

スの保安の

確保及び取

引の適正化

に関する法

律に関する

事務

略 

略 

法務

私学

課 

個人情報保

護の指導及

び助言並び

略 

消防

保安

室 

火薬類取締

法及び武器

等製造法に

関する事務 

略 

消防

保安

室 

高圧ガス保

安法に関す

る事務 

略 

消防

保安

室 

電気工事士

法、電気工

事業の業務

の適正化に

関する法律

及びガス事

業法に関す

る事務 

略 

消防

保安

室 

液化石油ガ

スの保安の

確保及び取

引の適正化

に関する法

律に関する

事務

略 

略 

法務

私学

課 

個人情報保

護の指導及

び助言並び

略 
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に推進に関

する事務 

法務

私学

課 

私立の中学

校、高等学

校、専修学

校及び各種

学校に関す

る事務 

略 

法務

私学

課 

東日本大震

災の被災者

支援に関す

る事務 

東日本大震

災の被災者

支援の総合

調整に関す

ること 

東日本大震災

の被災者支援

の事務処理に

関すること 

人事

課 

職 員 の 任

免、配置換

えその他人

事に関する

事務 

略 

略 

人事

課 

恩給、退隠

料等に関す

る事務 

略 

に推進に関

する事務 

法務

私学

課 

東日本大震

災の被災者

支援に関す

る事務 

東日本大震

災の被災者

支援の総合

調整に関す

ること 

東日本大震災

の被災者支援

の事務処理に

関すること 

私立

中高

・専

修学

校支

援室 

私立の中学

校、高等学

校、専修学

校及び各種

学校に関す

る事務 

略 

人事

課 

職 員 の 任

免、配置換

えその他人

事に関する

事務 

略 

略 

人事

課 

恩給、退隠

料等に関す

る事務 

略 
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人事

課 

非常勤の職

員の公務災

害補償等に

関する事務 

１ 公 務 災

害及び通勤

災害の認定

に関するこ

と 

２ 公 務 災

害 及 び 通

勤 災 害 の

補 償 に 関

すること 

人事

課 

職員の福利

厚生に関す

る事務 

１ 福 利 厚

生計画を作

成すること 

２ 福 利 厚

生 事 業 の

実 施 及 び

運 営 に 関

すること 

人事

課 

職員の健康

管理に関す

る事務 

１ 職 員 の

健康管理の

実施に関す

ること 

２ 衛 生 管

理委員会に

関すること 

３ 結 核 性

疾 患 休 暇
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人事

課 

行政組織に

関する事務 

略 

人事

課 

職員録に関

する事務 

略 

人事

課 

業務改革に

係る施策の

企画、調整

及び推進に

関する事務 

業務改革に

関する基本

方針及び総

合調整に関

すること 

人事

課 

非常勤の職

員の公務災

害補償等に

関する事務 

１ 公務災害

及び通勤災

害の認定に

関すること 

２ 公務災害

及び通勤災

害の補償に

関すること 

人事 職員の福利 １ 福利厚生

の 事 務 を

処 理 す る

こと 

人事

課 

研修に関す

る事務 

研修の推進

に関するこ

と 

行政

経営

室 

行政組織に

関する事務 

略 

行政

経営

室 

職員録に関

する事務 

略 

行政

経営

室 

働き方改革

に係る施策

の企画、調

整及び推進

に関する事

務 

働き方改革

に関する基

本方針及び

総合調整に

関すること 
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課 厚生に関す

る事務 

計画を作成

すること 

２ 福利厚生

事業の実施

及び運営に

関すること 

人事

課 

職員の健康

管理に関す

る事務 

１ 職員の健

康管理の実

施に関する

こと 

２ 衛生管理

委員会に関

すること 

３ 結核性疾

患休暇の事

務を処理す

ること 

人事

課 

研修に関す

る事務 

研修の推進

に関するこ

と 

財政

課 

県歳入歳出

予算その他

の県財政に

関する事務 

略 

略 

さが

創生

移住支援に

関する事務 

略 

財政

課 

県歳入歳出

予算その他

の県財政に

関する事務 

略 

略 

移住

支援

移住支援に

関する事務 

略 
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推進

課 

国際

課 

国際交流に

関する事務 

略 １～３ 略 

４ 在住外国

人の支援に

関すること 

５ 略 

略 

国際

課 

海外施策に

関する事務 

略 

国際

課 

一般旅券の

発給に関す

る事務 

一般旅券の

発給申請に

係る審査並

びに作成及

び交付に関

すること 

略 

室 

国際

課 

国際交流に

関する事務 

略 １～３ 略 

４ 略 

５ 国際交流

プラザに関

すること 

略 

国際

課 

海外施策に

関する事務 

略 

国際

課 

多文化共生

に係る施策

に関する事

務 

多文化共生

に係る施策

の実施方針

及び実施計

画に関する

こと 

多文化共生に

係る施策の実

施に関するこ

と 

国際

課 

一般旅券の

発給に関す

る事務 

一般旅券の発

給申請に係る

審査並びに作

成及び交付に

関すること 

略 
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文化

課 

文化（高齢

者及び障害

者に係る文

化を含む。）

に関する事

務 

１ 文化（文化

財を除く。高

齢者及び障

害者に係る

文 化 を 含

む。）に係る

事務を処理

すること 

２ 文化財に

関する指導

及び助言に

関すること 

３ 指定文化

財の管理及

び修理につ

いての指揮

監督等に関

すること 

４ 指定文化財

の現状変更等

の許可に関す

ること 

５ 指定文化

財の公開の

許可等に関

すること 

６ 文化財の

調査等に関

文化

課 

文化（高齢

者及び障害

者に係る文

化を含む。）

に関する事

務 

文化（文化財を

除く。高齢者及

び障害者に係

る 文 化 を 含

む。）に係る事

務を処理する

こと 
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すること 

７ 佐賀県文

化財保護審

議会に関す

る事務を処

理すること 

８ 佐賀県文

化財保護指

導委員事務

の実施に関

すること 

９ 埋蔵文化

財の調査の

ための発掘

に係る届出

等に係る事

務を処理す

ること 

10 埋蔵文化

財の調査以

外の目的に

よる埋蔵文

化財包蔵地

の発掘に係

る届出及び

通知に係る

事務を処理

すること 
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11 埋蔵物と

して提出さ

れた物件の

文化財とし

ての認定に

係る事務を

処理するこ

と 

12 その他文

化財に関す

る事務を処

理すること 

文化

課 

日本遺産に

関する事務 

日本遺産に関

する事務を処

理すること 

文化

課 

フィルムコ

ミッション

に関する事

務 

フィルムコミ

ッションに関

する事務を処

理すること 

文化

課 

佐賀県立宇

宙科学館に

関する事務 

佐賀県立宇宙

科学館に関す

る事務を処理

すること 

文化

財保

護・

活用

文化財の保

護及び活用

に関する事

務 

１ 文化財に

関する指導

及び助言に

関すること 
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室 ２ 指定文化

財の管理及

び修理につ

いての指揮

監督等に関

すること 

３ 指定文化

財の現状変

更等の許可

に関するこ

と 

４ 指定文化

財の公開の

許可等に関

すること 

５ 文化財の

調査等に関

すること 

６ 佐賀県文

化財保護審

議会に関す

る事務を処

理すること 

７ 佐賀県文

化財保護指

導委員事務

の実施に関

すること 
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８ 埋蔵文化

財の調査の

ための発掘

に係る届出

等に係る事

務を処理す

ること 

９ 埋蔵文化

財の調査以

外の目的に

よる埋蔵文

化財包蔵地

の発掘に係

る届出及び

通知に係る

事務を処理

すること 

10 埋蔵物と

して提出さ

れた物件の

文化財とし

ての認定に

係る事務を

処理するこ

と 

11 その他文

化財に関す

る事務を処
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改正前 改正後 

文化

課 

銃砲刀剣類

の審査登録

に関する事

務 

略 

文化

課 

世界遺産、

無形文化遺

産及び日本

遺産に関す

る事務 

１・２ 略 

３ 日本遺産

に係る事務

を処理する

こと 

文化

課 

フィルムコ

ミッション

に関する事

務 

フィルムコミ

ッションに係

る事務を処理

すること 

文化

課 

佐賀県博物

館及び美術

館協議会、

佐賀県立九

州陶磁文化

館協議会、

佐賀県立名

護屋城博物

館協議会及

び佐賀県立

佐賀城本丸

歴史館協議

佐賀県博物

館及び美術

館協議会、

佐賀県立九

州陶磁文化

館協議会、

佐賀県立名

護屋城博物

館協議会及

び佐賀県立

佐賀城本丸

歴史館協議

理すること 

文化

財保

護・

活用

室 

銃砲刀剣類

の審査登録

に関する事

務 

略 

文化

財保

護・

活用

室 

世界遺産及

び無形文化

遺産に関す

る事務 

１・２ 略 



42 

改正前 改正後 

会の委員の

任免又は委

嘱に関する

事務 

会の委員の

任免又は委

嘱に関する

こと 

文化

課 

佐賀県立宇

宙科学館に

関する事務 

佐賀県立宇宙

科学館に係る

事務を処理す

ること 

観光

課 

観光施策に

関する事務 

略 

略 

観光

課 

観光統計に

関する事務 

略 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ

国民スポー

ツ大会及び

全国障害者

スポーツ大

会（以下「Ｓ

ＡＧＡ２０

略 

観光

課 

観光施策に

関する事務 

略 

略 

観光

課 

観光統計に

関する事務 

略 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ

推進

局 

スポーツに

係る施策の

総合調整に

関する事務 

スポーツに係

る施策の総合

調整に係る事

務を処理する

こと 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ

国民スポー

ツ大会及び

全国障害者

スポーツ大

会（以下「Ｓ

ＡＧＡ２０

略 



43 

改正前 改正後 

推進

局 

２４」とい

う。）の運営

の総合調整

に関する事

務 

略 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ

推進

局

ＳＡＧＡ２

０２４の輸

送、交通、宿

泊、医事、衛

生、警備及

び消防に関

する事務 

略 

スポ

ーツ

課 

スポーツに

係る施策の

総合調整に

関する事務 

スポーツに係

る施策の総合

調整に係る事

務を処理する

こと 

スポ

ーツ

課

ス ポ ー ツ

（学校体育

を除く。高

齢者及び障

害者に係る

スポーツを

含む。）に関

する事務

略 

推進

局 

２４」とい

う。）の運営

の総合調整

に関する事

務 

略 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ

推進

局

ＳＡＧＡ２

０２４の輸

送、交通、宿

泊、医事、衛

生、警備及

び消防に関

する事務 

略 

スポ

ーツ

課

ス ポ ー ツ

（学校体育

を除く。高

齢者及び障

害者に係る

スポーツを

含む。）に関

する事務

略 
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改正前 改正後 

略 

くら

しの

安全

安心

課 

食品安全対

策に関する

事務 

略 

くら

しの

安全

安心

課 

交通安全対

策に関する

事務 

交通安全対

策の基本方

針に関する

こと 

１ 交通安

全対策計

画に係る

施策の総

合調整に

関するこ

と 

２ 交通対

策協議会

委員の任

免に関す

ること 

３ 交通安

全対策会

議の委員

及び特別

委員の任

免に関す

ること 

４ 交通安

全対策会

１ 交通安全

対策計画の

実施の基準

に関するこ

と 

２ 交通事故

相談の業務

委託に関す

ること 

３ 交通安全

対策の連絡

調整に関す

ること 

略 

くら

しの

安全

安心

課 

食品安全対

策に関する

事務 

略 
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改正前 改正後 

議の幹事

の任免そ

の他交通

安全対策

会議に関

すること 

くら

しの

安全

安心

課 

消費者行政

に関する事

務 

略 

略 

くら

しの

安全

安心

課 

犯罪被害者

等支援に関

する事務 

略 

くら

しの

安全

安心

課 

消費者行政

に関する事

務 

略 

略 

くら

しの

安全

安心

課 

犯罪被害者

等支援に関

する事務 

略 

交通

事故

防止

特別

対策

室 

交通安全対

策に関する

事務 

交通安全対

策の基本方

針に関する

こと 

１ 交通安

全対策計

画に係る

施策の総

合調整に

関するこ

と 

２ 交通対

策協議会

委員の任

１ 交通安全

対策計画の

実施の基準

に関するこ

と 

２ 交通事故

相談の業務

委託に関す

ること 

３ 交通安全
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改正前 改正後 

環境

課 

環境保全施

策に関する

事務 

略 

略 

健康

福祉

政策

課 

がんその他

の疾病対策

に関する事

務 

１ がん対策

事業の実施

に関するこ

と 

２～４ 略 

健康 臓器移植及 略 

免に関す

ること 

３ 交通安

全対策会

議の委員

及び特別

委員の任

免に関す

ること 

４ 交通安

全対策会

議の幹事

の任免そ

の他交通

安全対策

会議に関

すること 

対策の連絡

調整に関す

ること 

環境

課 

環境保全施

策に関する

事務 

略 

略 

健康

福祉

政策

課 

疾病対策に

関する事務 

１～３ 略 

健康 臓器移植及 略 



47 

改正前 改正後 

福祉

政策

課 

び骨髄移植

に関する事

務 

医務

課 

医療法に関

する事務 

略 

略 

医務

課 

医師法に関

す る 事 務

１ 医師の免

許に関する

こと 

２ 臨床研修

病 院 の 指

定、指定の

取消し及び

定員に関す

ること 

３ 臨床研修

病院の管理

者又は開設

者に対し報

告を求め、

又は指示を

すること 

福祉

政策

課 

び骨髄移植

に関する事

務 

がん

撲滅

特別

対策

室 

がん対策に

関する事務 

がん対策事業

の実施に関す

ること 

医務

課 

医療法に関

する事務 

略 

略 

医務

課 

医師法に関

す る 事 務

（医療人材

政策室の分

掌する事務

に関する部

分を除く｡） 

医師の免許に

関すること 
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改正前 改正後 

略 

医務

課 

地方独立行

政法人佐賀

県医療セン

ター好生館

に関するこ

と

略 

国民

健康

保険

課 

国民健康保

険に関する

事務 

略 

略 

障害

福祉

高次脳機能

障害者の福

略 

略 

医務

課 

地方独立行

政法人佐賀

県医療セン

ター好生館

に関するこ

と

略 

医療

人材

政策

室 

医師法に関

す る 事 務

１ 臨床研修

病 院 の 指

定、指定の

取消し及び

定員に関す

ること 

２ 臨床研修

病院の管理

者又は開設

者に対し報

告を求め、

又は指示を

すること 

国民

健康

保険

課 

国民健康保

険に関する

事務 

略 

略 

障害

福祉

高次脳機能

障害者の福

略 



49 

改正前 改正後 

課 祉に関する

事務 

障害

福祉

課 

障 害 者 の

雇 用 の 促

進 等 に 関

す る 法 律

に 基 づ く

障 害 者 就

業・生活支

援 セ ン タ

ー に 関 す

る事務 

１ 障 害 者

就業・生活

支 援 セ ン

タ ー の 指

定 及 び 指

定 の 取 消

し に 関 す

ること 

２ 障 害 者

就業・生活

支 援 セ ン

タ ー の 指

導 等 に 関

すること 

障害

福祉

課 

障 害 者 の

就 労 支 援

に 関 す る

事務 

障 害 者 の 就

労 支 援 に 関

す る 事 務 を

処 理 す る こ

と 

障害

福祉

課 

地域生活定

着支援セン

ターに関す

る事務

略 

略 

障害 自殺対策に 略 

課 祉に関する

事務 

障害

福祉

課 

地域生活定

着支援セン

ターに関す

る事務

略 

略 

障害 自殺対策に 略 



50 

改正前 改正後 

福祉

課 

関する事務 

男女

参画

・女

性の

活躍

推進

課

男女共同参

画社会の形

成の促進に

係る施策の

総合調整及

び推進に関

する事務 

略 

略 

こど 母体保護に 略 

福祉

課 

関する事務 

就労

支援

室 

障害者の雇

用の促進等

に関する法

律に基づく

障 害 者 就

業・生活支

援センター

に関する事

務 

１ 障害者就

業・生活支

援センター

の指定及び

指定の取消

しに関する

こと 

２ 障害者就

業・生活支

援センター

の指導等に

関すること 

就労

支援

室 

障害者の就

労支援に関

する事務 

障害者の就労

支援に関する

事務を処理す

ること 

男女

参画

・女

性の

活躍

推進

課

男女共同参

画社会の形

成の促進に

係る施策の

総合調整及

び推進に関

する事務 

略 

略 

こど 母体保護に 略 



51 

改正前 改正後 

も家

庭課 

関する事務 

産業 産業振興に 略 

も家

庭課 

関する事務 

産業

労働

部 

産業ＤＸ及

びスタート

アップに係

る施策に関

する事務 

産業ＤＸ及

びスタート

アップに係

る施策の実

施方針及び

実施計画に

関すること 

産業ＤＸ及び

スタートアッ

プに係る施策

の実施に関す

ること 

産業

労働

部 

産業ＧＸに

係る施策に

関する事務 

産業ＧＸに

係る施策の

実施方針及

び実施計画

に関するこ

と 

産業ＧＸに係

る施策の実施

に関すること 

産業

労働

部 

エネルギー

政策に関す

る事務 

エネルギー

政策に係る

基本方針に

関すること 

エネルギー

政策に係る

基本計画に

関すること 

エネルギー政

策に係る事務

を処理するこ

と 

産業

労働

部 

新エネルギ

ー等関連産

業の研究開

発支援及び

集積に関す

る事務 

新エネルギ

ー等関連産

業に係る振

興計画の基

本方針に関

すること 

新エネルギ

ー等関連産

業に係る振

興計画の作

成及び変更

に関するこ

と 

新エネルギー

等関連産業の

研究開発支援

及び集積に係

る事務に関す

ること 

産業 産業振興に 略 



52 

改正前 改正後 

政策

課 

係る施策に

関すること 

略 

産業

政策

課 

中小企業の

経営革新に

関する事務 

略 １ 中小企業

の新たな事

業活動の促

進に関する

法律に基づ

く経営革新

計 画 の 承

認、変更承

認及び承認

の取消しに

関すること 

２ 略 

略 

産業

政策

課 

佐賀県産業

イノベーシ

ョンセンタ

ーに関する

事務

略 

産業

政策

課 

中小企業の

情報化の推

進及び情報

産業の振興

に関する事

務 

中小企業の情

報化及び情報

産業の振興に

係る事務を処

理すること 

政策

課 

係る施策に

関すること 

略 

産業

政策

課 

中小企業の

経営革新に

関する事務 

略 １ 中小企業

等経営強化

法に基づく

経営革新計

画の承認、

変更承認及

び承認の取

消しに関す

ること 

２ 略 

略 

産業

政策

課 

佐賀県産業

イノベーシ

ョンセンタ

ーに関する

事務

略 



53 

改正前 改正後 

産業

政策

課 

起業化支援

に関する事

務 

起業化支援に

係る事務を処

理すること 

もの

づく

り産

業課 

ものづくり

施策に関す

る事務 

略 

略 

もの

づく

り産

業課 

コスメティ

ック構想に

関する事務

略 

新エ

ネル

ギー

産業

課 

エネルギー

政策に関す

る事務 

エネルギー

政策に係る

基本方針に

関すること 

エネルギー

政策に係る

基本計画に

関すること 

エネルギー政策

に係る事務を処

理すること 

新エ

ネル

ギー

産業

課 

新エネルギ

ー等関連産

業の研究開

発支援及び

集積に関す

る事務 

新エネルギ

ー等関連産

業に係る振

興計画の基

本方針に関

すること 

新エネルギ

ー等関連産

業に係る振

興計画の作

成及び変更

に関するこ

と 

新エネルギー等

関連産業の研究

開発支援及び集

積に係る事務に

関すること 

企業 企業誘致に 略 

もの

づく

り産

業課 

ものづくり

施策に関す

る事務 

略 

略 

コス

メテ

ィッ

ク構

想推

進室 

コスメティ

ック構想に

関する事務

略 

企業 企業誘致に 略 
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改正前 改正後 

立地

課 

関する事務 

企業

立地

課 

工業団地、

工業用水道

等の産業基

盤整備に関

する事務 

１ 工業団

地に係る

土地造成

事業の計

画の決定

に関する

こと 

２ 略 

略 １ 工業団地

に係る土地

造成事業の

計画の調整

に関するこ

と 

２ 工業団地

造成に係る

土地造成事

業の事務処

理に関する

こと 

３～７ 略 

８ 工業適地

調査に関す

ること 

略 

農山

漁村

課 

農業振興地

域の整備に

関する事務 

略 

農山

漁村

課 

農地法に基

づく許可等

に関する事

務 

略 

農山 農地等の利 略 

立地

課 

関する事務 

企業

立地

課 

産業団地、

工業用水道

等の産業基

盤整備に関

する事務 

１ 産業団

地に係る

土地造成

事業の計

画の決定

に関する

こと 

２ 略 

略 １ 産業団地

に係る土地

造成事業の

計画の調整

に関するこ

と 

２ 産業団地

造成に係る

土地造成事

業の事務処

理に関する

こと 

３～７ 略 

８ 産業用適

地調査に関

すること 

略 

農山

村課 

農業振興地

域の整備に

関する事務 

略 

農山

村課 

農地法に基

づく許可等

に関する事

務 

略 

農山 農地等の利 略 
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改正前 改正後 

漁村

課 

用調整に関

する事務 

農山

漁村

課 

土地改良法

に基づく長

期計画に関

する事務 

略 

農山

漁村

課 

県営及び団

体営の農業

農村整備事

業の採択申

請に関する

事務 

略 

農山

漁村

課 

農業水利に

関する事務 

略 

農山

漁村

課 

農業の有す

る多面的機

能の発揮の

促進に関す

る事務 

略 

農山

漁村

課 

棚田地域振

興法に関す

る事務 

略 

農山

漁村

課 

海岸に関す

る事務（農

林水産省所

管の部分に

略 

村課 用調整に関

する事務 

農山

村課 

土地改良法

に基づく長

期計画に関

する事務 

略 

農山

村課 

県営及び団

体営の農業

農村整備事

業の採択申

請に関する

事務 

略 

農山

村課 

農業水利に

関する事務 

略 

農山

村課 

農業の有す

る多面的機

能の発揮の

促進に関す

る事務 

略 

農山

村課 

棚田地域振

興法に関す

る事務 

略 

農山

村課 

海岸に関す

る事務（農

林水産省所

管の部分に

略 



56 

改正前 改正後 

限る｡） 

農山

漁村

課 

地すべり事

業に関する

事務（農林

水産省農村

振興局所管

の部分に限

る｡） 

略 

農山

漁村

課 

農地及び農

業用施設の

災害復旧事

業に関する

事務 

略 

農山

漁村

課 

干拓事業に

関する事務 

略 

農山

漁村

課 

特定鉱害復

旧事業に関

する事務 

略 

農山

漁村

課 

漁 港 に 関

する事務 

１ 漁 港

の指定及

び指定内

容の変更

１ 漁 港 の

指定及び指

定内容の変

更並びに指

限る｡） 

農山

村課 

地すべり事

業に関する

事務（農林

水産省農村

振興局所管

の部分に限

る｡） 

略 

農山

村課 

農地及び農

業用施設の

災害復旧事

業に関する

事務 

略 

農山

村課 

防災ダムの

維持管理事

業に関する

事務 

防災ダムの維

持管理事業に

関する事務を

処理すること 

農山

村課 

干拓事業に

関する事務 

略 

農山

村課 

特定鉱害復

旧事業に関

する事務 

略 



57 

改正前 改正後 

並びに指

定の取消

しに関す

ること 

２ 漁 港

管理者の

指定及び

指定の取

消しに関

すること 

３ 漁 港

漁 場 整

備 基 本

計 画 に

関 す る

こ と 

定の取消し

に係る意見

に関するこ

と 

２ 漁 港 区

域の設定又

は変更のた

めの調査測

量及び検査

を行うこと 

３ 漁 港 管

理規程の制

定及び変更

に関するこ

と 

４ 漁 港 管

理者から報

告 を 徴 収

し、及び書

類帳簿その

他の物件の

検査を行う

こと 

５ 漁 港 整

備事業の実

施計画に関

すること 

６ 漁 港 整



58 

改正前 改正後 

備事業の実

施並びに指

導及び監督

に関するこ

と 

７ 漁 港 施

設の譲渡そ

の他の処分

の許可に関

すること 

８ 漁 港 区

域内の水域

における工

作 物 の 建

設、土砂の

採取等の許

可に関する

こと 

９ 漁 港 施

設保全のた

め漁港区域

内の土地、

竹木等の所

有者又は占

有者に対し

必要な措置

をすべきこ

とを命ずる



59 

改正前 改正後 

こと 

10 漁 港 の

維持管理及

び漁港整備

事業の施行

のための土

地の立入り

及び一時使

用の許可に

関すること 

11 漁 港 施

設の利用に

伴う使用料

徴収の許可

に関するこ

と 

12 漁 港 の

災害復旧事

業に関する

こと 

13 港 勢 調

査報告に関

すること 

農山

漁村

課 

漁 港 に 係

る 公 有 水

面 に 関 す

る事務 

１ 漁港区

域内の公

有水面埋

立てを免

１ 漁港区域

内の公有水

面埋立ての

免許につい



60 

改正前 改正後 

許するこ

と 

２ 公有水

面埋立法

第32条、

第33条第

１項及び

第36条の

規定によ

る更正命

令、原状

回復等の

処分に関

すること 

て関係市町

議会の意見

を徴するこ

と 

２ 漁港区域

内の公有水

面埋立権の

譲渡の許可

に関するこ

と 

３ 漁港区域

内の公有水

面埋立工事

の着手及び

しゅん工の

期間の伸長

を許可する

こと 

４ 漁港区域

内の公有水

面埋立工事

施工区域内

における公

有水面に存

する工作物

その他の物

件の除去命

令に関する



61 

改正前 改正後 

こと 

５ 漁港区域

内の公有水

面埋立工事

のための土

地の立入り

及び一時使

用について

許可するこ

と 

６ 漁港区域

内の公有水

面埋立しゅ

ん工認可前

の埋立地の

使用及び埋

立地への工

作物設置の

許可に関す

ること 

７ 漁港区域

内の公有水

面埋立のし

ゅん工認可

に関するこ

と 

農地 国営土地改 略 農地 国営土地改 略 



62 

改正前 改正後 

整備

課 

良事業に関

する事務 

略 

農地

整備

課 

国及び県が

所有する土

地改良財産

（海岸保全

施 設 を 除

く｡）に関す

る事務 

略 

略 

水産

課 

水産物の加

工に関する

事務 

略 

整備

課 

良事業に関

する事務 

略 

農地

整備

課 

国及び県が

所有する土

地改良財産

（海岸保全

施 設 を 除

く｡）に関す

る事務（農

山村課の分

掌する事務

に関する部

分を除く｡） 

略 

略 

水産

課 

水産物の加

工に関する

事務 

略 

水産

課 

漁港に関す

る事務 

１ 漁港の

指定及び

指定内容

の変更並

びに指定

の取消し

に関する

こと 

２ 漁港管

１ 漁港の指定

及び指定内容

の変更並びに

指定の取消し

に係る意見に

関すること 

２ 漁港区域の

設定又は変更

のための調査



63 

改正前 改正後 

理者の指

定及び指

定の取消

しに関す

ること 

３ 漁港漁

場整備基

本計画に

関するこ

と 

測量及び検査

を行うこと 

３ 漁港管理規

程の制定及び

変更に関する

こと 

４ 漁港管理者

から報告を徴

収し、及び書

類帳簿その他

の物件の検査

を行うこと 

５ 漁港整備事

業の実施計画

に関すること 

６ 漁港整備事

業の実施並び

に指導及び監

督に関するこ

と 

７ 漁港施設の

譲渡その他の

処分の許可に

関すること 

８ 漁港区域内

の水域におけ

る工作物の建

設、土砂の採



64 

改正前 改正後 

取等の許可に

関すること 

９ 漁港施設保

全のため漁港

区域内の土

地、竹木等の

所有者又は占

有者に対し必

要な措置をす

べきことを命

ずること 

10 漁港の維持

管理及び漁港

整備事業の施

行のための土

地の立入り及

び一時使用の

許可に関する

こと 

11 漁港施設の

利用に伴う使

用料徴収の許

可に関するこ

と 

12 漁港の災害

復旧事業に関

すること 

13 港勢調査報



65 

改正前 改正後 

告に関するこ

と 

水産

課 

漁港に係る

公有水面に

関する事務 

１ 漁港区

域内の公

有水面埋

立てを免

許するこ

と 

２ 公有水

面埋立法

第32条、

第33条第

１項及び

第36条の

規定によ

る更正命

令、原状

回復等の

処分に関

すること 

１ 漁港区域

内の公有水

面埋立ての

免許につい

て関係市町

議会の意見

を徴するこ

と 

２ 漁港区域

内の公有水

面埋立権の

譲渡の許可

に関するこ

と 

３ 漁港区域

内の公有水

面埋立工事

の着手及び

しゅん工の

期間の伸長

を許可する

こと 

４ 漁港区域

内の公有水

面埋立工事



66 

改正前 改正後 

施工区域内

における公

有水面に存

する工作物

その他の物

件の除去命

令に関する

こと 

５ 漁港区域

内の公有水

面埋立工事

のための土

地の立入り

及び一時使

用について

許可するこ

と 

６ 漁港区域

内の公有水

面埋立しゅ

ん工認可前

の埋立地の

使用及び埋

立地への工

作物設置の

許可に関す

ること 

７ 漁港区域



67 

改正前 改正後 

水産

課 

水産関係の

災害に関す

る事務 

略 

略 

まち

づく

り課 

景観に関す

る事務 

略 

下水

道課 

下水道に関

する事務 

略 

略 

建築

住宅

課 

市街地再開

発事業等に

関する事務 

略 

建築

住宅

営繕に関す

る事務 

１ 営繕工事

の予算要求

内の公有水

面埋立のし

ゅん工認可

に関するこ

と 

水産

課 

水産関係の

災害に関す

る事務 

略 

略 

まち

づく

り課 

景観に関す

る事務 

略 

まち

づく

り課 

盛土に関す

る事務（他

課の分掌す

る事務に関

する部分を

除く｡） 

宅地造成、特

定盛土等に伴

う災害防止の

ための基礎調

査の実施に関

すること 

下水

道課 

下水道に関

する事務 

略 

略 

建築

住宅

課 

市街地再開

発事業等に

関する事務 

略 



68 

改正前 改正後 

課 単価、工事

複合単価、

建築設計・

工事監理委

託料及び諸

基準に関す

ること 

２ 建築設計

事務所の能

力等級に関

すること 

３ 維持保全

計画の策定

及び指導に

関すること 

４ 市町等の

建築物の調

査、設計及

び監督の受

託並びに委

託手数料の

決定に関す

ること 

建築

住宅

課 

佐賀県福祉

のまちづく

り条例に関

する事務 

略 建築

住宅

課 

佐賀県福祉

のまちづく

り条例に関

する事務 

略 



69 

改正前 改正後 

河川

砂防

河川に関す

る事務 

１・２ 略 １・２ 略 １～８ 略 

９ 洪水時等

施設

整備

室 

営繕に関す

る事務 

１ 営繕工事

の予算要求

単価、工事

複合単価、

建築設計・

工事監理委

託料及び諸

基準に関す

ること 

２ 建築設計

事務所の能

力等級に関

すること 

３ 維持保全

計画の策定

及び指導に

関すること 

４ 市町等の

建築物の調

査、設計及

び監督の受

託並びに委

託手数料の

決定に関す

ること 

河川

砂防

河川に関す

る事務（城

１・２ 略 １・２ 略 １～８ 略 



70 

改正前 改正後 

課 における緊

急措置及び

洪水調節の

ための指示

に関するこ

と 

10～12 略 

略 

河川

砂防

課 

土木災害に

関する事務 

略 

課 原川ダム等

対策室の分

掌する事務

に関する部

分を除く。） 

９～11 略 

略 

河川

砂防

課 

土木災害に

関する事務

（城原川ダ

ム等対策室

の分掌する

事務に関す

る部分を除

く｡） 

略 

河川

砂防

課 

海岸に関す

る事務（港

湾課及び農

山村課の分

掌する事務

に関する部

分を除く｡） 

１ 海岸保

全の事業

計画の決

定に関す

ること 

２ 海岸保

全基本計

画の作成

に関する

こと 

３ 海岸保

１ 海岸保全

に係る国の

直轄工事に

関し意見を

述べること 

２ 海岸保全

区域等の管

理に係る市

町長との協

議に関する

こと 



71 

改正前 改正後 

全区域等

の指定に

関するこ

と 

３ 海岸保全

事業の箇所

付け並びに

実施及び設

計変更の認

可申請に関

すること 

４ 県が施行

すべき海岸

保全施設に

関する工事

を兼用工作

物の管理者

及び工事の

必要を生じ

させた原因

者に施行さ

せること 

５ 県以外の

者が施行す

る海岸保全

施設に関す

る工事の設

計及び実施

計画につい

て承認し、

又は協議を

受けること 



72 

改正前 改正後 

河川

砂防

課 

鉱害対策に

関する事務 

略 

河川

砂防

課 

水資源開発

計画に関す

る事務 

略 

河川

砂防

課 

河川開発事

業に関する

事務 

略 

河川

砂防

課 

鉱害対策に

関する事務 

略 

城原

川ダ

ム等

対策

室 

水資源開発

計画に関す

る事務 

略 

城原

川ダ

ム等

対策

室 

河川開発事

業に関する

事務 

略 

城原

川ダ

ム等

対策

室 

県営ダムの

管理に関す

る事務 

1 県営ダム

の管理に係

る事業計画

の決定に関

すること 

２ 県営ダム

事業の個所

付け並びに

実施及び設

計変更の認

可申請に関

すること 

３ 洪水時等

における緊



73 

改正前 改正後 

河川

砂防

課 

海岸に関す

る事務（港

湾課及び農

山漁村課の

分掌する事

務に関する

部 分 を 除

く｡） 

１ 海岸保

全の事業

計画の決

定に関す

ること 

２ 海岸保

全基本計

画の作成

に関する

こと 

３ 海岸保

全区域等

の指定に

関するこ

と 

１ 海岸保全

に係る国の

直轄工事に

関し意見を

述べること 

２ 海岸保全

区域等の管

理に係る市

町長との協

議に関する

こと 

３ 海岸保全

事業の箇所

付け並びに

実施及び設

計変更の認

可申請に関

すること 

４ 県が施行

すべき海岸

保全施設に

関する工事

を兼用工作

急措置等の

ための指示

に関するこ

と 



74 

改正前 改正後 

物の管理者

及び工事の

必要を生じ

させた原因

者に施行さ

せること 

５ 県以外の

者が施行す

る海岸保全

施設に関す

る工事の設

計及び実施

計画につい

て承認し、

又は協議を

受けること 

会計

課 

金融機関の

指定等に関

する事務 

略 

略 

城原

川ダ

ム等

対策

室 

県営ダムの

災害復旧工

事に関する

事務 

県営ダムの災

害復旧工事に

関すること 

会計

課 

金融機関の

指定等に関

する事務 

略 

略 

 附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
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